
PRESS RELEASE 

 

新しい制度（2022年4月～） 

対象：生後～1歳を養育する男女従業員 

• 男女ともに1ヶ月間（4週間）以上の育児休

業の取得が必須 

• 1ヶ月間（4週間）は賃金を支給する休業 

• 賞与に影響はなし 

• 最大4回の分割取得が可能 

従来の制度（～2022年3月） 

対象：生後～1歳を養育する男女従業員 

• 男女ともに任意の期間で育児休業の取

得が可能 

• 賃金の支給がない休業 

• 休業日数により賞与に影響はあり 

• 最大2回の分割取得が可能 


